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旧 新 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

富士市のあらまし 

～省略～ 

Ⅰ 序論 

第１章 計画策定の目的 

～省略～ 

第２章 計画の構成と計画期間 

～前略～ 

計画期間については、基本構想は長期的な視点を踏まえ令和４

（2022）年度から令和 13（2031）年度の 10 年間とし、基本計画は社

会経済情勢の変化に的確に対応できるよう、前期５年間、後期５年間

とします。 

～後略～ 

≪ 計画の構成 ≫ 

富士市のあらまし（1,2 ページ）

～省略～ 

Ⅰ 序論 

第１章 計画策定の目的（5ページ） 

～省略～ 

第２章 計画の構成と計画期間（6ページ） 

～前略～ 

計画期間については、基本構想は長期的な視点を踏まえ令和４

（2022）年度から令和 13（2031）年度の 10 年間とし、基本計画は社

会経済情勢の変化に的確に対応できるよう、前期５年間、後期５年間

とします。 

～後略～ 

≪ 計画の構成 ≫ 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

まちづくりに対する視点を明らかにし、めざ

す都市の将来像を定め、これを実現するため

の、基本的な施策の大綱を示したもの

基本構想を実現するために取り組む具体的

な施策の体系を明らかにしたもの

基本計画で定めた施策を具現化するための

事業計画

基本構想 

基本計画 

実施計画 

まちづくりに対する視点を明らかにし、め

ざす都市の将来像を定め、これを実現する

ための、基本的な政策の大綱を示したもの

基本構想を実現するために取り組む具体的

な政策の体系を明らかにしたもの

基本計画で定めた施策を具現化するための

事業計画
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

第３章 時代の展望 

～省略～ 

  少子高齢化と人口減少 

我が国の人口は、平成 20（2008）年をピークに減少局面に入ってお

り、令和元（2019）年 10 月１日現在の総人口は前年より 27万６千人

少ない１億 2,616 万７千人であり、９年連続の減少となりました。 

こうした中、令和元（2019）年の出生数は、統計を始めた明治 32

（1899）年以降で過去最少となる 86 万 5,239 人となりました。 

～中略～ 

また、令和元（2019）年 10 月１日現在の推計人口における 15 歳か

ら 64 歳の生産年齢人口の割合は、比較可能な昭和 25（1950）年以降

過去最低となる 59.5％となっています。 

～後略～ 

  地方都市衰退の危機 

〇中小企業及び小規模企業が抱える課題 

中小企業等は国内企業の 99％以上を占めていますが、地方都市に

おける中小企業等は、デジタル化や専門性を有する人材の確保による

生産性の向上、国内外の販路開拓、事業承継など、企業努力のみでは

解決が難しい課題を抱えており、今後はこうした問題が一層顕在化し

てくることが予想されています。 

第３章 時代の展望（7～10 ページ） 

～省略～ 

少子高齢化と人口減少 

我が国の人口は、平成 20（2008）年をピークに減少局面に入ってお

り、令和２（2020）年 10 月１日現在の総人口は前年より 45万８千人

少ない１億 2,570 万８千人であり、10 年連続の減少となりました。 

こうした中、令和２（2020）年の出生数は、統計を始めた明治 32

（1899）年以降で過去最少となる 84 万 832 人となりました。 

～中略～ 

また、令和２（2020）年 10 月１日現在の推計人口における 15 歳か

ら 64 歳の生産年齢人口の割合は、比較可能な昭和 25（1950）年以降

過去最低となる 59.3％となっています。 

～後略～ 

  地方都市衰退の危機 

〇中小企業及び小規模企業が抱える課題 

中小企業等は国内企業の 99％以上を占めていますが、地方都市に

おける中小企業等は、デジタル化や専門性を有する人材の確保による

生産性の向上、国内外の販路開拓、事業承継など、企業努力のみでは

解決が難しい課題を抱えており、今後はこうした課題が一層顕在化し

てくることが予想されています。 

1 

2 

1 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

危機管理の強化 

～省略～ 

高速交通ネットワークの発達 

 ～省略～ 

グローバル化とインバウンドへの対応 

グローバル化は、経済や政治の分野だけでなく、市民レベルの交流

や文化・スポーツ分野においても多様に広がりつつあるとともに、深

刻な労働力不足を背景に外国人労働者が増加してきました。 

～中略～ 

こうした中、令和２（2020）年の新型コロナウイルスの感染拡大に

よる入国制限により、外国人労働者の増加は止まり、訪日外国人旅行

者は急激に減少しました。  

しかしながら、長期的には、我が国の生産年齢人口が今後も減少し

ていく見込みであることや、観光を国の基幹産業として発展させる取

組が継続されることにより、外国人労働者や訪日外国人旅行者の増加

危機管理の強化 

～省略～ 

高速交通ネットワークの発達 

 ～省略～ 

グローバル化とインバウンドへの対応 

グローバル化は、経済や政治の分野だけでなく、市民レベルの交流

や文化・スポーツ分野においても多様に広がりつつあります。   

こうした中、留学生や技能実習生等の受入れにより在住外国人が増

加しており、国は、外国人材を適正に受け入れ共生社会を目指す取組

を包括的に推進しています。 

～中略～ 

      令和２（2020）年の新型コロナウイルスの感染拡大に

よる入国制限により、外国人の往来が止まり、訪日外国人の数は  

  急激に減少しましたが、 

       長期的には、我が国の生産年齢人口が今後も減少し

ていく見込みであることや、観光を国の基幹産業として発展させる取

組が継続されることにより、在住外国人 や訪日外国人旅行者の増加
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

傾向は継続していくと予想されます。 

ＳＤＧｓの達成 

～省略～ 

デジタル化の加速 

～省略～ 

第４章 市民意識 

市民の意識や要望を把握するため、世論調査          

 、市民懇話会、市民団体や業界団体からの意見募集を実施し、これ

らの結果を踏まえながら、本計画の策定に当たりました。 

  世論    調査 

「富士市の将来」について、第五次富士市総合計画の策定時からの

市民意識の変化を把握するために、平成 30（2018）年６月に満 18 歳

以上の市民から無作為に抽出した 3,000 人を対象に調査を実施し、対

象者の 55.1％、1,654 人から回答を得ました。 

＜回答者の属性＞ ※（ ）内は平成 20（2008）年調査の属性別割合

性別：男性 43.3％（31.7％） 女性 55.9％（40.6％） 

傾向は続く    と予想されます。 

ＳＤＧｓの達成 

～省略～ 

デジタル化の加速 

～省略～ 

第４章 市民意識（11～17 ページ） 

市民の意識や要望を把握するため、市民及び事業所のアンケート調

査、市民懇話会、市民団体や業界団体からの意見募集を実施し、これ

らの結果を踏まえながら、本計画の策定にあたりました。 

  市民アンケート調査 

「富士市の将来」について、第五次富士市総合計画の策定時からの

市民意識の変化を把握するために、令和２（2020）年 11 月に満 18 歳

以上の市民から無作為に抽出した 2,000 人を対象に調査を実施し、対

象者の 41.9％、837 人から回答を得ました。 

＜回答者の属性＞ ※( )内は平成 20（2008）年調査の属性別割合。

満 20 歳以上が対象。 

性別：男性 53.3％（31.7％） 女性 46.0％（40.6％） 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

 無回答 0.7％（27.7％） 

年齢：10代  1.1％（ － ）注     20 代  7.3％（10.2％） 

30 代 12.7％（16.8％）    40 代 17.5％（17.3％） 

50 代 19.5％（20.4％）    60 代 19.6％（21.2％） 

70 代以上 21.5％（12.9％）   無回答 0.8％（1.3％） 

注：平成 20（2008）年調査は満 20 歳以上が対象 

◎市民満足度と重要度のポートフォリオ分析 

世論     調査では、市民満足度と併せて、第五次富士市総合

計画の章ごとに本市が重点的に取り組むべき節について調査を実施

し、その結果を偏差値として４分野に分けて散布図としてまとめまし

た。 

 無回答 0.7％（27.7％） 

年齢：10代 19.8％（ － ）     20 代 14.2％（10.2％） 

   30 代 13.7％（16.8％）   40 代 18.4％（17.3％） 

50 代 13.6％（20.4％）   60 代 16.7％（21.2％） 

70 代以上 3.2％（12.9％）  無回答 0.2％（1.3％） 

◎市民満足度と重要度のポートフォリオ分析 

市民アンケート調査では、市民満足度と併せて、第五次富士市総合

計画の章ごとに本市が重点的に取り組むべき節について調査を実施

し、その結果を偏差値として４分野に分けて散布図としてまとめまし

た。 

◎富士市は住みやすい市ですか？

平成 20（2008）年の調査では、「たいへん住みやすい」と「住みや

すい」の合計が 70％でしたが、平成 30（2018）年の調査では 66％と

なり、微減しました。 

◎富士市は住みやすい市ですか？

◎今後も富士市に住みたいと思いますか？

平成 20（2008）年の調査では、「今後も住みたいと思う」が 72％で

したが、平成 30（2018）年の調査では 70％であり、大きな変化はあ

りません。

平成 20（2008）年の調査では、「たいへん住みやすい」と「住みや

すい」の合計が 70％でしたが、令和２（2020）年の調査では 71％と

なり、微増しました。 

◎今後も富士市に住みたいと思いますか？

平成 20（2008）年の調査では、「今後も住みたいと思う」が 72％

でしたが、令和２（2020）年の調査では 67％であり、減少しました。
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

第１章 安全・安心 

 第１節：市民安全  第２節：危機管理 

 第３節：消防・救急・救助  第４節：治山・治水 

市民安全と消防・救急・救助については満足度が高くなっていま

すが、危機管理については重要度が高いにも関わらず満足度が低く

なっており、大規模災害に対する防災・減災対策が求められていま

す。 

第２章 健康・福祉 

 第１節：保健・医療  第２節：子育て  第３節：公的支援 

第４節：地域福祉 

  子育てについては満足度が高くなっていますが、保健・医療と公

的支援については重要度が高いにも関わらず満足度が低くなって

おり、医療体制や公的支援の充実が求められています。     

第５章 教育・文化 

 第１節：学校教育  第２節：社会教育・青少年健全育成 

 第３節：市民文化  第４節：生涯スポーツ 

  学校教育については満足度が高くなっていますが、その他   

第１章 安全・安心 

 第１節：市民安全  第２節：危機管理   

第３節：消防・救急・救助  第４節：治山・治水 

市民安全と消防・救急・救助については満足度が高くなっていま

すが、危機管理については重要度が高いにも関わらず満足度が低く

なっており、自然災害 に対する防災・減災対策が求められていま

す。 

第２章 健康・福祉 

 第１節：保健・医療  第２節：子育て  第３節：公的支援 

第４節：地域福祉 

  子育てについては満足度が高くなっていますが、保健・医療  

   については重要度が高いにも関わらず満足度が低くなって

おり、医療体制     の充実が求められています。また、地域

福祉については重要度・満足度ともに低くなっているため、政策の

見直しを検討する必要があります。 

第５章 教育・文化 

 第１節：学校教育  第２節：社会教育・青少年健全育成 

第３節：市民文化  第４節：生涯スポーツ 

  学校教育については満足度が高くなっていますが、社会教育と市

-8-

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　 　　  　  　   　　　-8-　　　　　　　    　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

   については重要度・満足度ともに低くなっているため、取組

の見直しを検討する必要があります。 

民文化については重要度・満足度ともに低くなっているため、政策

の見直しを検討する必要があります。 

事業所アンケート調査 

本計画の策定にあたり、市内事業所の状況や課題を把握するため、

市内 2,000 事業所を対象にアンケート調査を実施し、対象事業所の

33.7％、673 事業所から回答を得ました。 

＜回答事業所の属性＞ 

業  種：食料品 2.8％       パルプ･紙･紙加工 7.3％ 

化学 2.5％        鉄鋼 1.0％         

金属製品 1.3％      一般機械器具 1.3％ 

プラスチック製品 1.5％  電気機器 1.9％     

輸送用機器 2.1％     その他製造業 2.5％ 

建設業 15.9％       運輸・倉庫業 3.7％  

卸売業 8.3％       小売業 9.4％ 

宿泊業 0.3％       飲食業 3.4％ 

生活関連サービス業 3.9％ 医療・福祉 12.9％ 

その他の非製造業 17.7％  不明 0.1％ 

従業員数：１～10 人 30.6％  11～30 人 30.2％ 

31～50 人 16.0％  51～100 人 11.3％ 

2 

-9-



「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

101～300 人  7.6％  301 人以上 3.9％ 

不明 0.4％ 

【アンケート結果】 

～省略～ 

５割近くの事業所が「人材不足」（49.2％）、「収益性の向上」

（49.0％）、「売上・シェア拡大」（47.0％）を挙げたほか、「労働力不

足」（32.5％）、「事業構造見直しの必要性」（23.2％）が続きます。 

業種別では、製造業・非製造業ともに「人材不足」、「収益性の向上」、

「売上・シェア拡大」が４割以上と多くなっています。 

製造業では、「技術力・開発力不足」（25.0％）、「多様な人材活用へ

の社内体制未整備」（14.6％）の回答率が非製造業の倍以上となって

います。 

非製造業では、「後継者の不在」（13.4％）、「資金不足」（9.8％）の

回答率が製造業より多くなっています。 

【アンケート結果】 

～省略～ 

「既存事業の拡大や新分野への進出」（40.9％）が最も多く、次い

で、「社員教育の拡充」（38.6％）、「従業員の健康管理の強化」（27.6％）、

◎どのような中長期的な課題がありますか？

◎中長期的な課題を解決するにはどのような取組が必要ですか？
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

「多様な人材の活用」（27.0％）といった、人材活用に関する項目が

上位を占めています。 

業種別では、製造業で「既存事業の拡大や新分野への進出」（54.9％）

の回答が最も多く、非製造業（36.4％）を 18.5 ポイント上回ってい

ます。また、「ＩＴ化の推進」（23.8％）、「新たな働き方に対応した人

事体制の整備」（20.1％）、「ＩＴ化の推進人材の確保・育成」（17.1％）

の回答率は非製造業を５ポイント以上上回っています。 

非製造業では、「社員教育の拡充」（37.8％）の回答が最も多く、「従

業員の健康管理の強化」（28.0％）、「事業計画見直し」（27.4％）など

の回答率が製造業を上回っています。 

【アンケート結果】 

～省略～ 

「人材確保のための採用支援」（42.6％）の回答が最も多く、「資金

繰り確保のための税制優遇や助成金」（33.9％）、「新規事業開発支援」

（23.5％）、「災害リスク対策の支援」（23.2％）が続きます。 

業種別では、製造業で「人材確保のための採用支援」（42.1％）の

回答が最も多かったものの、回答率は非製造業（61.2％）を大きく下

回っています。次いで、「新事業開発支援」（21.1％）、「移住・定住の

促進」（21.1％）などが多く、「移住・定住の促進」は非製造業の回答

◎市内産業の活性化を図るため、中長期的に市に期待することはな

んですか？
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

市民懇話会（フジ６未来創造懇話会）からの提案 

～省略～ 

  市民や市民団体・業界団体の意見 

～省略～ 

率を大きく上回っています。 

非製造業では、「人材確保のための採用支援」（61.2％）の回答が最

も多かったほか、「資金繰り確保のための税制優遇や助成金」

（34.7％）、「新規事業開発支援」（30.6％）、「災害リスク対策の支援」

（28.6％）が上位を占め、製造業の回答率を上回っています。 

市民懇話会（フジ６未来創造懇話会）からの提案 

～省略～ 

市民や市民団体・業界団体の意見 

～省略～ 

2 

3 

3 

4 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

Ⅱ 基本構想 

第１章 まちづくりの視点

～省略～ 

第２章 めざす都市像 

～省略～ 

第３章 施策の大綱 

「めざす都市像」を実現するため、基本計画では、７つの基本目標か

らなる「施策の大綱」に基づいて諸施策を体系化し、着実に実施し

ていきます。 

～後略～ 

第４章 めざす都市像の実現に向けて 

 ～前略～ 

デジタル変革を加速する取組 

～前略～ 

様々な社会的課題の解決を図る諸施策の推進にあたり、幅広い分野

でのデジタル変革を加速させ、急速に進化するデジタル技術を最大限

Ⅱ 基本構想 

第１章 まちづくりの視点（19,20 ページ）

～省略～ 

第２章 めざす都市像（21 ページ） 

～省略～ 

第３章 政策の大綱（22～24 ページ） 

「めざす都市像」を実現するため、基本計画では、７つの基本目標か

らなる「政策の大綱」に基づき諸施策を       着実に実施し

ていきます。 

～後略～ 

第４章 めざす都市像の実現に向けて（25 ページ） 

～前略～ 

デジタル変革を加速する取組 

～前略～ 

様々な社会 課題の解決を図る諸施策の推進にあたり、幅広い分野

でのデジタル変革を加速させ、急速に進化するデジタル技術を最大限

2 2 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

活用することで、暮らしの質や価値を高め、安心で豊かなまちづくり

を推進します。 

【イメージ図】 

～省略～ 

活用することで、暮らしの質や価値を高め、安心で豊かなまちづくり

を推進します。 

【イメージ図】 

～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

Ⅲ 前期基本計画 

第１部 総論 

第１章 計画のフレーム

第１節 人口・世帯 

 人口

本市の人口は、平成 22（2010）年をピークに減少に転じ、令和元

（2019）年度末の人口は 252,605 人であり、第五次富士市総合計画が

開始した平成 22（2010）年度末から約 9,000 人 減少しています。死

亡数が出生数を上回る自然減と転出者数が転入者数を上回る社会減

が人口減少の要因となっていますが、近年は自然減の減少幅が拡大す

る一方で、社会動態は増加に転じています。 

～後略～ 

 世帯

～省略～ 

第２節 土地利用 

～ 

 ～省略～ 

Ⅲ 前期基本計画 

第１部 総論 

第１章 計画のフレーム

第１節 人口・世帯（27,28 ページ）

 人口

本市の人口は、平成 22（2010）年をピークに減少に転じ、令和２

（2020）年度末の人口は 251,616 人であり、第五次富士市総合計画が

開始した平成 22（2010）年度末から約 10,000 人減少しています。死

亡数が出生数を上回る自然減と転出者数が転入者数を上回る社会減

が人口減少の要因となっていますが、近年は自然減の減少幅が拡大す

る一方で、社会動態は増加に転じています。 

～後略～ 

 世帯

～省略～ 

第２節 土地利用（29～32 ページ）

～ 

～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

 土地利用構想

   （１）～（４） 

     ～省略～ 

       ～  

     ～省略～ 

岩本山・   富士川楽座周辺については、梅や桜の名

所であるとともに本市固有の景観を有する岩本山公園及

び龍巌淵、地域の貴重な歴史・文化資源である實相寺及び

古谿荘等と、交流拠点である   富士川楽座等を活用し

た交流基盤づくりを推進します。 

       ～ 

～省略～ 

＜土地利用構想図＞ 

～省略～ 

第３節 財政 

 財政の推移と予測

～前略～ 

 土地利用構想

（１）～（４） 

～省略～ 

            ～    

～省略～ 

岩本山・道の駅富士川楽座周辺については、梅や桜の名

所であるとともに本市固有の景観を有する岩本山公園及

び龍巌淵、地域の貴重な歴史・文化資源である實相寺及び

古谿荘等と、交流拠点である道の駅富士川楽座等を活用し

た交流基盤づくりを推進します。 

      ～ 

～省略～ 

＜土地利用構想図＞ 

～省略～ 

第３節 財政（33,34 ページ）

 財政の推移と予測

～前略～ 

なお、本市では、ＥＳＣＯ事業やＰＦＩなどの民間活力の活用によ

り、施設や設備等の整備更新を進めていますが、これらの経費は計画

地域 

区分 

ゾーン 
1 2 

3 

4 9 

3 

地域 

区分 

ゾーン 
1 2 

4 9 

歴史・文化ふれあい交流ゾーン 歴史・文化ふれあい交流ゾーン
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

 市債の推移と予測

～前略～ 

なお、本市では、ＥＳＣＯ事業やＰＦＩなどの民間活力の活用によ

り、施設や設備等の整備更新を進めていますが、これらの経費は公債

費に準じる経常的な固定費となっています。 

第２章 めざす都市像の実現に向けた基本姿勢

～前略～ 

ＳＤＧｓの理念や考え方とデジタル技術の進展は、今後の社会を大

きく変容させる可能性を持つことから、本計画では、「ＳＤＧｓの活

用   」と「デジタル変革の推進」を基本姿勢とし「めざす都市像」

の実現を図ります。 

第１節 ＳＤＧｓの活用    

ＳＤＧｓの理念に沿って、経済、社会、環境の三側面における取組

を推進することにより、政策推進の全体最適化や地域課題の解決の加

速化を図るとともに、多様な課題を解決するためのパートナーシップ

による連携を強化します。 

全体の投資的経費に 117 億円含まれ、公債費に準じる経常的な固定費

となっています。 

 市債の推移と予測

～前略～ 

第２章 めざす都市像の実現に向けた基本姿勢（35,36 ページ）

～前略～ 

ＳＤＧｓの理念や考え方とデジタル技術の進展は、今後の社会を大

きく変容させる可能性を持つことから、本計画では、「ＳＤＧｓの理

念の導入」と「デジタル変革の推進」を基本姿勢とし「めざす都市像」

の実現を図ります。 

第１節 ＳＤＧｓの理念の導入 

ＳＤＧｓの理念に沿った取組を総合的に推進することにより、持続

可能な社会を目指します。
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

（１）政策推進の全体最適化 

事業を立案及び実施する際には、ＳＤＧｓの考え方を用いた発想に

よる行政課題の解決や、経済、社会及び環境の相互的関連を意識し、

統合的取組     により相乗効果を創出するなど、ＳＤＧｓの理

念や視点を取り入れ、政策推進の  最適化を図ります。 

（２）地域課題の解決 

ＳＤＧｓという世界共通のものさしで、地域を俯瞰して見ることに

より、                            

      本市固有の特徴や長所・短所を再認識し、独自性のある

魅力的なまちづくりを進めローカルアイデンティティを強化し、地域

課題の解決    を図ります。 

（３）パートナーシップの推進 

ＳＤＧｓを共通言語とすることにより、グローバルな問題から地域の

課題など多様な課題についての共通理解を深め、本市のＳＤＧｓ推進

の基盤となるプラットフォームを活用し、様々なステークホルダーと

の連携を強化し、パートナーシップによる課題解決を図ります。 

第２節 デジタル変革の推進 

 ～省略～ 

（１）政策推進の全体最適化 

事業を立案及び実施する際に、ＳＤＧｓの理念や視点を取り入れ、

           経済、社会及び環境の相互的関連を意識し、

統合的に取り組むことにより相乗効果を創出するなど、

         政策推進の全体最適化を図ります。 

（２）地域課題の解決 

ＳＤＧｓという世界共通のものさしで、地域を俯瞰して見ることに

より、経済、社会及び環境の三側面から解決すべき地域課題を把握す

るとともに、本市固有の特徴や強みを活かし、多角的な視点から  

                            地域

課題の解決の加速化を図ります 。 

（３）パートナーシップの推進 

ＳＤＧｓを共通言語とすることにより、グローバルな問題から地域課

題まで多様な課題について、企業や市民団体など様々な関係者間の共

通理解を深めるとともに、相互の協力関係を広げ、パートナーシップ

を推進します。                       

第２節 デジタル変革の推進 

～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

第３章 政策の体系 

～省略～ 

基本目標１  ～省略～ 

基本目標２  政策分野４ 社会教育 

施策１ 生涯学習活動の推進  

政策分野５ 市民スポーツ・市民文化 

 施策１ スポーツ活動の推進 

基本目標３～４ ～省略～ 

基本目標５  政策分野１ ものづくり産業 

        施策３ 工業立地の促進 

基本目標６  政策分野３ 交流 

施策１ スポーツツーリズムの推進 

基本目標７   ～省略～ 

第４章 重点戦略 

第１節 重点課題 

 本市が抱える課題

（1）人口減少対策に取り組む必要性 

急速な少子高齢化の進行により、地域経済や防災、公共交通、まち

のにぎわい等の様々な面において影響があり、現状の社会生活が維持

できなくなることが予測されています。          

第３章 政策の体系（37,38 ページ） 

～省略～ 

基本目標１  ～省略～ 

基本目標２  政策分野４ 社会教育 

施策１ 多様な学びの場の充実 

政策分野５ 市民スポーツ・市民文化 

 施策１ 生涯スポーツの推進 

基本目標３～４ ～省略～ 

基本目標５  政策分野１ ものづくり産業 

        施策３ 企業立地の促進 

基本目標６  政策分野３ 交流 

施策１ スポーツ交流の推進     

基本目標７   ～省略～ 

第４章 重点戦略 

第１節 重点課題（39,40 ページ） 

 本市が抱える課題

（1）人口減少対策に取り組む必要性 

急速な人口減少の進行は   、地域経済や防災、公共交通、まち

のにぎわい等の様々な面において影響を与え、地域の活力を低下させ

るとともに、人口減少を更に加速化させる可能性があります。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

本市の人口推移の長期見通しでは、   このまま人口が推移した

場合には、40 年後       の人口は 175,522 人まで減少し、

約 100 年後には、70,000 人を切った後、さらに減少していくと   

見込んでいます。 

これに対して、         令和 21（2039）年度末までに人

口置換水準である 2.07 まで出生率が回復した場合  は、令和 41

（2059）年度末までには 20 万人程度   を確保し、令和 91（2109）

年度前後には、総人口が約 16 万人程度で定常状態になることを見込

んでいます。 

さらに、人口置換水準への出生率の回復が令和 31（2049）年度末に

なった           場合 には、令和 91（2109）年度前後

に総人口が約 15万人程度で定常状態になると見込んでおり、   

       出生率の向上をはじめとする人口減少対策に早期に

取り組むことが、将来的な人口の確保に繋がります。 

～グラフ省略～ 

 重点課題の整理 

人口減少による影響や市民からの意見を参考に、        

       本市が持続的に発展する好循環を構築するために取

り組む重点課題を整理しました。 

本市の人口推移の長期的見通し「（推計 3）このまま人口が推移した

場合」では、令和 41（2059）年度末の人口は 175,522 人まで減少し、

約 100 年後には、70,000 人を切った後もさらに減少していくことを

見込んでいます。 

これに対して、「（推計 1）出生率が令和 21（2039）年度末までに人

口置換水準  （2.07）まで    回復した場合」には、令和 41

（2059）年度末までに 20 万人程度の人口を確保でき、令和 91（2109）

年度前後には、総人口が約 16 万人程度で定常状態になることを見込

んでいます。 

また、「（推計 2）    出生率   が令和 31（2049）年度末ま

でに人口置換水準まで回復した場合」には、令和 91（2109）年度 頃

に総人口が約 15 万人程度で定常状態になると見込んでおり、将来的

な人口確保には、出生率の向上をはじめとする人口減少対策に早期に

取り組むことが必要となります。         

～グラフ省略～ 

 重点課題の整理 

          市民からの意見を参考に、人口減少の加速化

に歯止めをかけ、本市が持続的に発展する好循環を構築するために取

り組む重点課題を整理しました。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

課題１ 自然災害や新たな感染症などへの対策の推進 

～省略～ 

課題２ 魅力的な就労場所の確保と地域産業の活性化 

仕事を理由とした移動が多いため、            魅力

ある就労機会の確保や地域産業の活性化が必要です。 

課題３ 結婚、出産、子育てへの不安の解消 

結婚、出産、子育てに不安を感じている方が多いため、地域全体で

支援すること               が求められていま

す。 

課題４ 将来にわたって生活の質を確保 

人口減少の進行により、生活インフラ等の確保が難しくなることが

予想されるため、将来にわたって暮らしやすい環境の維持が求めら

れています。 

課題５ 住む楽しさやまちの魅力の創出 

まちに魅力を創出し人を呼び込むため、シティプロモーションの推

進や多様な交流機会の創出が必要です。 

第２節         ５つの重点戦略 

 ～省略～ 

戦略１ 災害等への対策を強化し、安全・安心なまちづくり 

課題１ 自然災害や   感染症などへの対策の推進 

～省略～ 

課題２ 地域産業の活性化と魅力的な就労場所の確保 

安定した市民生活の基盤を確保するため、地域産業の活性化や魅力

的な就労機会の確保         が必要です。 

課題３ 結婚、出産、子育てへの不安の解消 

結婚、出産、子育てへの不安の軽減を図るため、結婚や出産を希望

する方への支援や、子育てしやすい環境の整備が求められていま

す。 

課題４ 将来にわたって生活の質を確保 

将来にわたって市民生活の質を確保するため、       

              暮らしやすい環境の維持が求めら

れています。 

課題５ 住む楽しさやまちの魅力の創出 

まちに魅力を高め、人を呼び込むため、シティプロモーションの推

進や多様な交流機会の創出が必要です。 

第２節 課題解決に向けた５つの  戦略（41～44 ページ） 

 ～省略～ 

戦略１ 災害等への対策を強化し、安全・安心なまちづくり 
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～前略～ 

このため、激甚化する豪雨・水害などへの対策を強化するなど安全・

安心なまちづくりに引き続き取り組む              

        とともに、今後想定される大規模地震等による被害

の軽減を図るほか、       新たな感染症の拡大を予防するな

ど、市民や事業者が安心して活動できる社会基盤の強化を目指しま

す。 

【図】～省略～ 

戦略２ 活力ある産業が集積し、やりがいを感じるしごとづくり 

～省略～ 

【図】～省略～ 

主な取組 

● ユニバーサル就労の推進 

戦略３ ～ 戦略４  

～省略～ 

戦略５ 人が集まり 、にぎわいと交流を生む魅力づくり 

多様な人を呼び込み、地域を活性化していくためには、本市の特色

などを活かした魅力の向上や          市内外に本市の

～前略～ 

このため、                      安全・

安心なまちづくりに    取り組み、激甚化する豪雨・水害などへ

の対策を強化するとともに、今後想定される大規模地震等による被害

の軽減を図るほか、防犯まちづくり体制の強化や感染症対策の充実な

ど、市民や事業者が安心して活動できる社会基盤の強化を目指しま

す。 

【図】～省略～ 

戦略２ 活力ある産業を集積し、やりがいを感じるしごとづくり 

 ～省略～ 

【図】～省略～ 

主な取組 

● 雇用及び就労への支援  

戦略３ ～ 戦略４  

～省略～ 

戦略５ 人を呼び込み、にぎわいと交流を生む魅力づくり 

多様な人を呼び込み、地域を活性化していくためには、本市の特色

などを活かし、まちの魅力を向上させるとともに、市内外に積極的に
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情報を発信していく必要があります。 

このため、本市の        魅力をより一層高めるととも

に、シティプロモーションに    よる市内外への発信を強化する

ほか、国内外から人々が集まる機会を創出し、交流人口や定住人口の

増加、地域に関わりを持つ関係人口の拡大を目指します。 

第３節         理想とする未来の姿 

情報を発信していく必要があります。 

このため、本市の様々な地域資源の魅力をより一層高めるととも

に、シティプロモーションの推進による情報発信の強化の     

ほか、国内外から人々が集まる機会の創出を図ります。      

    重点戦略において理想とする未来の姿 
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第２部 各論 

各論の見方 

第２部 各論 

各論の見方（47,48 ページ） 
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基本目標１ 安心できる暮らしを守るまち 

政策分野１ 危機管理 

■施策 

１ 地震対策の強化 

       地域防災指導員など防災活動のリーダーとなる人

材の育成を図るとともに、事業者や市民団体などとの協働による

防災活動を促進するなど、地域防災力の向上を図ります。 

《主な構成事業》 

自主防災組織育成事業、防災訓練事業、プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ

－０」事業、田子の浦港津波対策事業    

２ 豪雨等対策の強化 

主要河川や水路及び雨水渠等の整備     を推進するととも

に、排水機場や調整池等の雨水流出抑制施設の充実を図ります。

排水設備の事故を未然に防止するため、維持管理にかかる計画を

作成します。 

《主な構成事業》 

富士早川改修事業、水防団活動支援事業、河川機能維持事業、急傾斜

地整備事業、防災啓発事業    

基本目標１ 安心できる暮らしを守るまち 

政策分野１ 危機管理（49,50 ページ） 

■施策 

１ 地震対策の強化 

《主な取組》 

自主防災会長や地域防災指導員など防災活動のリーダーとなる人

材の育成を図るとともに、事業者や市民団体などとの協働による

防災活動を促進するなど、地域防災力の向上を図ります。 

《  構成事業》 

自主防災組織育成事業、       プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ

－０」事業、田子の浦港津波対策事業 など 

２ 豪雨等対策の強化 

《主な取組》 

主要河川や水路及び雨水渠等の整備や維持管理を推進するととも

に、排水機場や調整池等の雨水流出抑制施設の充実を図ります。

《  構成事業》 

富士早川改修事業、水防団活動支援事業、         急傾斜

地整備事業、防災啓発事業 など 
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３ 危機管理体制の強化 

《主な構成事業》 

危機管理体制整備事業、災害時協力機関関係強化事業、防災無線整備

事業、要援護者支援事業        

政策分野２ 消防・救急・救助 

■将来のまちの姿 

安全・確実・迅速な消防体制   が備わったまち 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

３ 危機管理体制の強化 

《  構成事業》 

危機管理体制整備事業、              防災無線整備

事業、避難行動要支援者支援事業 など 

政策分野２ 消防・救急・救助（51,52 ページ）

■将来のまちの姿 

迅速で的確な消防・救急・救助体制が備わったまち 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

※統計上の最新値は令和元（2019）年 
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■成果指標 

■施策 

１ 消防体制の強化及び施設等の充実 

《主な構成事業》 

消防庁舎整備事業、地震対策消防水利整備事業、消防車両・資機材管

理事業、消防団組織運営事業    

２ 火災予防の促進 

社会福祉施設の防火管理体制指導マニュアルに基づき     

     訓練指導を実施します。 

■成果指標 

■施策 

１ 消防体制の強化及び施設等の充実 

《  構成事業》 

消防庁舎整備事業、地震対策消防水利整備事業、         

    消防団組織運営事業 など 

２ 火災予防の促進 

《主な取組》 

社会福祉事業者や企業等の施設における防火管理体制マニュア

ルに基づく訓練指導を実施します。 

安全・確実・迅速な消防体制   が備わったまちである 迅速で的確な消防・救急・救助体制が備わったまちである 

普通救命講習の様子 
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《主な構成事業》 

火災予防査察事業、危険物製造所等設置事業、消防訓練指導事業  

３ 救急・救助活動の充実・強化 

救急体制強化事業、救急普及啓発事業、救助技術推進事業、遭難対策

事業    

政策分野３ 市民安全

■現状と課題 

１ 子どもや女性、高齢者などが犯罪の被害に遭わないよう防犯意識

の高揚を図る必要があるとともに、 防犯意識の高揚を図る必要

があるとともに、インターネットの普及により違法薬物を入手し

やすい環境があることから、違法薬物の乱用防止に向けた啓発の

強化が必要です。 

２～３ ～省略～ 

《  構成事業》 

火災予防査察事業、危険物製造所等設置事業、消防訓練指導事業 な

ど 

３ 救急・救助活動の充実・強化 

《  構成事業》 

救急体制強化事業、救急普及啓発事業、救助技術推進事業、遭難対策

事業 など 

政策分野３ 市民安全（53,54 ページ）

■現状と課題 

１ 日常生活の中で、特殊詐欺や空き巣、車上ねらいなどの犯罪に遭

う可能性はすべての市民にあるため、防犯意識の高揚を図る必要

があるとともに、インターネットの普及により違法薬物を入手し

やすい環境があることから、違法薬物の乱用防止に向けた啓発の

強化が必要です。 

２～３ ～省略～ 
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■施策 

１ 防犯まちづくりの強化 

防犯パトロールや防犯講座を通じ、市民や事業者等       

        との協働による安全なまちづくりを推進します。

２ 交通安全対策の推進 

交通安全推進団体や警察等と連携した            

 交通事故防止の街頭啓発を実施します。 

交通安全関係団体や警察・市民等と協働し、交通安全教室や高校

生 の自転車マナー街頭指導などの交通安全運動を実施します。

３ ～省略～ 

■施策 

１ 防犯まちづくりの強化 

《主な取組》 

不審者情報のメール配信や防犯パトロール、防犯講座を通じ、市民

や事業者、学校等との協働による安全なまちづくりを推進します。

２ 交通安全対策の推進 

《主な取組》 

交通安全推進団体や警察等と連携し、飲酒運転防止意識の向上な

ど交通事故防止の街頭啓発を実施します。 

交通安全関係団体や警察・市民等と協働し、交通安全教室や高校

生等の自転車マナー街頭指導などの交通安全運動を実施します。

３ ～省略～ 
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政策分野４ 市民活躍 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 性別にとらわれず家庭や社会で活躍できるよう、ワーク・ライフ・

バランスの確保を促進するほか、LGBT などの  セクシュアル・

マイノリティや外国人などの多様性を尊重し、        

       男女共同参画の推進を図ります。 

３ ～省略～ 

■施策 

１ 地区まちづくり活動の推進 

《主な構成事業》 

地域自治振興事業、コミュニティづくり推進事業、まちづくりセンタ

ー施設整備事業    

２ 男女共同参画の推進 

《主な構成事業》 

男女共同参画推進事業、男女共同参画普及啓発事業、男女共同参画セ

ンター事業、女性の社会参加自立支援事業 

３ 多文化共生の推進 

日本語学習支援、やさしい日本語の普及啓発に関する取組などに

政策分野４ 市民活躍（55,56 ページ） 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 性別にとらわれず家庭や社会で活躍できるよう、ワーク・ライフ・

バランスの確保を促進するほか、       セクシュアル・

マイノリティや外国人などの多様性を尊重し、ジェンダー平等の

理念を踏まえ、男女共同参画の推進を図ります。 

３ ～省略～ 

■施策 

１ 地区まちづくり活動の推進 

《  構成事業》 

地域自治振興事業、コミュニティづくり推進事業、まちづくりセンタ

ー施設整備事業 など 

２ 男女共同参画の推進 

《  構成事業》 

男女共同参画推進事業、             男女共同参画セ

ンター事業、女性の社会参加自立支援事業 など 

３ 多文化共生の推進 

《主な取組》 

やさしい日本語の普及啓発や日本語学習支援、日本語ボランティ
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より、多文化共生を担う人材の育成や発掘を行います。    ア養成などの取組により、日本人・外国人相互のコミュニケーシ

ョン能力の向上や、多文化共生を担う人材の発掘・育成を図りま

す。 
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基本目標２ 次代を担うひとを育むまち 

政策分野１ 子育て 

■施策 

１ 切れ目のない子育て支援の充実 

子育て支援アプリを運用するなど、子育てに関する情報を積極的に

発信します。

《主な構成事業》 

妊娠・子育て相談事業、妊産婦支援事業、家庭支援事業、児童手当支

給事業、不妊・不育事業    

２ 子育てしやすい環境の整備 

《主な構成事業》 

保育士等管理事業、保育園等入園事務事業、放課後児童クラブ運営

委託事業        

３ 子どもと家族の健康の保持・増進  

《主な構成事業》 

乳幼児保健事業、妊産婦保健事業、母子訪問指導事業、思春期保健

事業、母子歯科保健事業    

基本目標２ 次代を担うひとを育むまち 

政策分野１ 子育て（57,58 ページ）

■施策 

１ 切れ目のない子育て支援の充実 

《主な取組》 

ＳＮＳ等を活用し       、子育てに関する情報を積極的に

発信します。

《  構成事業》 

妊娠・子育て相談事業、妊産婦支援事業、家庭支援事業、児童手当支

給事業、不妊・不育事業 など 

２ 子育てしやすい環境の整備      

《  構成事業》 

幼稚園教職員研修事業、公立教育・保育施設再編事業、幼稚園・保

育園長寿命化事業 など 

３ 子どもと家族の健康の保持・増進           

《  構成事業》 

乳幼児保健事業、妊産婦保健事業、母子訪問指導事業、

  母子歯科保健事業 など  
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政策分野２ 子ども・若者 

■現状と課題 

１ すべての子どもが健やかに自分らしく成長できるまちを実現する

ため、家族形態の変化や家庭環境の複雑化を背景に様々な事情で配

慮が必要な子どもや家庭への支援を行うとともに、社会全体で子ど

もたちを支援する体制づくりが求められています。 

２～３ ～省略～ 

政策分野２ 子ども・若者（59,60 ページ）

■現状と課題 

１                              

  家族形態の変化や家庭環境の複雑化を背景に様々な事情で配

慮が必要な子どもが増加していることから  、社会全体で子ど

もたちを支援する体制づくりが求められています。 

２～３ ～省略～ 
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■基本方針 

１ 子どもの権利を保障し、すべての子どもが安心して自分らしく生

きることが           できる体制・環境づくりを進

め、子どもの健やかな成長への支援を図ります。 

２～３ ～省略～ 

■施策 

１ 子どもの健やかな成長への支援  

サポート員等を配置し、公立幼稚園・保育園などにおける障害を

■基本方針 

１ 子どもの権利を保障し、すべての子どもが安心して自分らしく生

き、自立した社会性のある大人に成長できる体制・環境づくりを進

め、子どもの健やかな成長への支援を図ります。 

２～３ ～省略～ 

■施策 

１ 子どもの健やかな成長への支援 

《主な取組》 

             幼稚園・保育園などにおける障害を
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

持つ児童の受入体制    の充実を図ります。 

《主な構成事業》 

子ども・子育て支援事業計画推進事業、家庭支援事業、療育相談室

発達相談事業    

政策分野３ 学校教育 

■現状と課題 

１ 急速に進む国際化・情報化を見据え、児童生徒一人ひとりの特性

や多様性（国籍・障害・ＬＧＢＴ等）を認める教育を推進するため、

時代の変化に対応できる児童生徒と教職員の育成が求められてい

ます。 

２～３ ～省略～ 

～グラフ省略～ 

■施策 

１ 自立し生きる力をもつ児童生徒の育成     

体験活動やコミュニケーション活動を重視し、表現する環境を積

極的に設定し、児童生徒の言語能力を育みます。 

《主な構成事業》 

持つ児童の受入体制及び支援の充実を図ります。 

《  構成事業》 

子ども・子育て支援事業計画推進事業、母子支援事業、療育相談室

発達相談事業 など 

政策分野３ 学校教育（61,62 ページ）

■現状と課題 

１ 急速に進む国際化・情報化を見据え、児童生徒一人ひとりの特性

や多様性            を認める教育を推進するため、

時代の変化に対応できる児童生徒と教職員の育成が求められてい

ます。 

２～３ ～省略～ 

～グラフ省略～ 

■施策 

１ 自立し生きる力をもつ児童生徒の育成  

《主な取組》 

体験活動や協働的な学びの場等を適切に設け、児童生徒のコミュ

ニケーション能力や問題解決能力 を育みます。 

《  構成事業》 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

教育研究事業、学習支援事業 、特別支援教育充実事業、教職員研

修運営事業        

２ 教育の質の向上及び環境整備                       

《主な構成事業》 

      、教育政策推進事業、小中学校施設管理事業、教育構

想策定事業 

３ 魅力ある市立高校づくりの推進            

《主な構成事業》 

高等学校教育推進事業、高等学校運営管理事業、高等学校施設管理事

業 

政策分野４ 社会教育 

■現状と課題 

 ～省略～ 

教育研究事業、生き方支援事業、特別支援教育充実事業、小中学校

教職員人事管理事業 など 

２ 教育の質の向上及び環境整備                              

《  構成事業》 

学習支援事業、教育政策推進事業、小中学校維持改修事業、教育構

想策定事業  

３ 魅力ある市立高校づくりの推進

《  構成事業》 

高等学校教育推進事業、高等学校運営管理事業          

政策分野４ 社会教育（63,64 ページ）

■現状と課題 

 ～省略～ 

-37-



「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ 市民や大学等と連携した多様な   学びの機会の提供や地域

■基本方針 

１ 家庭・地域・学校等と連携し、市民への学びの機会の提供や地域
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

の担い手づくりを促進する社会教育事業を実施するとともに、家

庭・地域・学校等と連携し、協働で、子どもの頃から読書に親しむ

環境を整え、生涯学習活動の推進 を図ります。 

２ ～省略～ 

■施策 

１ 生涯学習活動の推進 

《主な構成事業》 

社会教育推進事業、市民大学事業、          図書館資料

収集・管理事業、図書館資料貸出事業 

２ 文化財保存・活用の推進  

「富士市文化財保存活用地域計画」に基づき、未指定を含めた市

内の文化財の計画的な保存・活用を図ります。 

《主な構成事業》 

文化財保護調査事業、文化財啓発事業、埋蔵文化財発掘調査事業、博

物館展示・教育普及事業 

の担い手づくりを促進する社会教育事業を実施するとともに、

                子どもの頃から読書に親しむ

環境を整え、多様な学びの場の充実を図ります。 

２ ～省略～ 

■施策 

１ 多様な学びの場の充実  

《  構成事業》 

社会教育推進事業、市民大学事業、図書館利用促進事業、図書館資料

収集・管理事業 など         

２ 文化財保存・活用の推進  

《主な取組》 

古墳や歴史的建造物など         未指定を含めた市

内の文化財の計画的な保存・活用を図ります。 

《  構成事業》 

文化財保護調査事業、文化財啓発事業、            博

物館展示・教育普及事業 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

政策分野５ 市民スポーツ・市民文化 

■現状と課題 

 １～３ 省略 

政策分野５ 市民スポーツ・市民文化（65,66 ページ）

■現状と課題 

１～３ 省略 

成人の１週間あたりのスポーツ実施日数の割合 

芸術文化に親しむ機会が充実していると思う
市民の割合 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ ライフスタイルに合わせ、身近なところで気軽にスポーツに参加

できる機会・情報の提供や、スポーツを支える多様な人材の発掘と

育成などにより、スポーツ活動の推進を図ります。 

２～３ ～省略～ 

■施策 

１ スポーツ活動の推進 

市民の幅広いニーズに適切に対応できるよう、スポーツ指導者養

成のための講習会を開催します。            

２ 文化芸術活動の振興     

公募展や文化祭の開催など、   市民が気軽に文化芸術活動に

参加する機会を創出します。 

３ スポーツ・文化環境の充実 

スポーツ環境の拠点的役割を担い、競技スポーツと生涯スポーツが両

立する多機能型の総合体育館を建設します。 

■基本方針 

１ ライフスタイルに合わせ、身近なところで気軽にスポーツに参加

できる機会・情報の提供や、スポーツを支える多様な人材の発掘と

育成などにより、生涯スポーツの推進を図ります。 

２～３ ～省略～ 

■施策 

１ 生涯スポーツの推進  

《主な取組》 

市民の幅広いニーズに適切に対応できるよう、スポーツ指導者の

育成や総合型地域スポーツクラブ等との連携を図ります。 

２ 文化芸術活動の振興 

《主な取組》 

新たな文化芸術の創造や若手芸術家の育成を進めるとともに、 

公募展や文化祭の開催など、多くの市民が多様な文化芸術活動に

参加する機会を創出します。 

３ スポーツ・文化環境の充実  

《主な取組》 

各種競技大会やスポーツ教室等が実施でき、市民スポーツの推進を図

ることができる 総合体育館を建設します。

-41-



「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

基本目標３ 支え合い健やかに過ごせるまち 

政策分野１ 保健 

■現状と課題 

１ 高齢化の進行やライフスタイルの変化に伴い生活習慣病

が増加しているため、だれもが元気に活躍できるよう、地域や事業

所等との連携を強化し、生涯を通じた健やかな生活習慣を形成  

           することが求められています。 

２ 特定健診の結果において、生活習慣病と関係の深い肥満者の割合

や、がんの標準化死亡比が、県に比べ高いことが特徴であることか

ら、特定健診受診をきっかけとした生活習慣病の発症予防や早期発

見、重症化予防を推進するとともに、がんの早期発見のための対策

を強化する                         

  必要があります。 

基本目標３ 支え合い健やかに過ごせるまち 

政策分野１ 保健 (67,68 ページ)

■現状と課題 

１ 高齢化の進行やライフスタイルの変化に伴い生活習慣病や心の病

が増加しているため、だれもが元気に活躍できるよう、地域や事業

所等との連携を強化し、生涯を通じた健やかな生活習慣の形成や心

身の健康づくりを推進することが求められています。 

２             生活習慣病と関係の深い肥満者の割合

や、がんの標準化死亡比が、県に比べ高い        ことか

ら、              生活習慣病の発症予防、早期発

見、重症化予防の推進や     、がんの早期発見を図る取組の

強化が求められているほか、感染症の流行に対して適切に対策を行

う必要があります。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

26.2 

27.0 27.2 27.3 

28.2 

23.7 
24.4 

24.9 
25.5 

25.9 

20

22

24

26

28

30

Ｈ26

(2014)

Ｈ27

(2015)

Ｈ28

(2016)

Ｈ29

(2017)

Ｈ30

(2018)

富士市 県合計

メタボリックシンドローム及び同予備群該当割合 
（％）

（年）

14.1 

15.0 

15.8 

14.0 

14.3 

13.5 
13.7 

13.9 13.8 

13.3 

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

Ｈ26

(2014)

Ｈ27

(2015)

Ｈ28

(2016)

Ｈ29

(2017)

Ｈ30

(2018)

富士市 県合計

（％）

（年）

悪性新生物のうち大腸がん死亡の割合 

26.2 

27.0 27.2 27.3 

28.2 

23.7 
24.4 

24.9 
25.5 

25.9 

20

22

24

26

28

30

Ｈ26

(2014)

Ｈ27

(2015)

Ｈ28

(2016)

Ｈ29

(2017)

Ｈ30

(2018)

富士市 県合計

メタボリックシンドローム及び同予備群該当割合 

※統計上の最新値は平成 30（2018）年 

（％）

（年）

※統計上の最新値は平成 26（2014）～30（2018）年の 5 年間 

119.8 

108.9 

103.6 

123.7 

135.8 

106.4 

113.1 

子宮がん

乳がん

気管・気管支

及び肺のがん

肝及び肝内胆

管のがん

直腸がん

結腸がん

胃がん

富士市

がん（悪性新生物）の標準化死亡比（直近 5 年間） 

（県の値を 100 としたときの指数） 

100 

-43-



「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ がん検診や特定健診を受診しやすい体制を整備するとともに、健

康・医療・介護データを活用して健康課題を明確化・共有化し、生

活習慣病の発症予防や早期発見、重症化予防などの保健事業を効果

的に展開することにより、                 疾

病予防の推進を図ります。 

■施策 

１ 健康づくりの推進 

心身の健康と豊かな人間性の基礎となる食育を推進し、子どもの

頃からの基本的な         生活習慣や食習慣の確立

を図ります。 

《主な構成事業》 

健康づくり活動支援事業、健康相談・教育・訪問事業、健康対策事

業、食育推進事業           

２ 疾病予防の推進 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ がん検診や特定健診を受診しやすい体制を整備するとともに、健

康・医療・介護データを活用して健康課題を明確化・共有化し、生

活習慣病の発症予防や早期発見、重症化予防などの保健事業を効果

的に展開するほか、関係機関と連携して感染症対策に取り組み、疾

病予防の推進を図ります。 

■施策 

１ 健康づくりの推進 

《主な取組》 

心身の健康と豊かな人間性の基礎となる食育を推進し、生涯を通

じ、各ライフステージに応じた望ましい生活習慣や食習慣の確立

を図ります。 

心の健康づくりに関する教育を推進し、悩みやストレス等への適

切な対応や早めに相談する意識の醸成を図ります。 

《  構成事業》 

健康づくり活動支援事業、            、健康対策事

業、食育推進事業、自殺対策事業 など 

２ 疾病予防の推進 

《主な取組》 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

生活習慣病の発症リスクが高い市民をデータ分析により明確に

することにより 早期発見に繋げ     、重症化予防に向け

た保健指導を行います。 

感染のおそれがある疾病の発生とまん延を予防するための予防

接種事業を推進します。

ジェネリック医薬品の利用促進や              

                 医療費通知を活用した重

複多受診者に対する適正受診の啓発などにより、医療費適正化等

を推進し、国民健康保険事業の健全運営に努めます。 

《主な構成事業》 

がん検診推進事業、結核健康診断推進事業、        国保

健康推進事業、後期高齢者保健事業    

政策分野２ 医療 

■現状と課題 

１～２ ～省略～ 

生活習慣病の発症リスクが高い市民をデータ分析により明確化

し、生活習慣病の早期発見に繋げるとともに、重症化予防に向け

た保健指導を行います。 

感染のおそれがある疾病の発生とまん延を予防するための予防

接種事業を推進するとともに、感染症予防に関する正しい知識の

普及を図ります。 

国民健康保険被保険者を対象に、特定健診受診率の向上や生活習

慣の改善に向けて働きかけるとともに、医療費通知を活用した重

複多受診者に対する適正受診の啓発などにより、医療費適正化等

を推進します。                  

《  構成事業》 

がん検診推進事業、予防接種推進事業、特定感染症対策事業、国保

健康推進事業         など

政策分野２ 医療 (69,70 ページ)

■現状と課題 

１～２ ～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１                       医療機関同士の

連携を適切に進めるとともに、急病時に安心して医療を受けられる

救急医療体制を確保し、地域完結型医療の推進を図ります。 

２ ～省略～ 

■施策 

１ 地域完結型医療の推進 

《主な構成事業》 

 地域医療推進事業、中央病院経営健全化推進事業、中央病院環境整

■基本方針 

１ 地域医療体制の充実や感染症対策の強化に向け、医療機関同士の

連携を適切に進めるとともに、急病時に安心して医療を受けられる

救急医療体制を確保し、地域完結型医療の推進を図ります。 

２ ～省略～ 

■施策 

１ 地域完結型医療の推進 

《  構成事業》 

 地域医療推進事業、中央病院経営健全化推進事業、中央病院環境整
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

備事業、救急医療事業    

２ 医療人材の育成・確保 

市立看護専門学校において、ＩＣＴ・シミュレーションを活用し

たアクティブラーニングを推進するなど、看護師に求められる実

践能力の向上に向け、教育環境の整備及び充実を図ります。

政策分野３ 包括的支援 

■現状と課題 

１ 超高齢社会の到来により、

   様々な支援を必要とする高齢者が増加する    ため、住

み慣れた自宅や地域で生活ができるよう、医療、介護、福祉等のサ

ービスを切れ目なく提供することが求められています。 

２～３ ～省略～ 

備事業、救急医療事業 など 

２ 医療人材の育成・確保 

《主な取組》 

市立看護専門学校において、ＩＣＴ・シミュレーションを活用し

たアクティブラーニングを推進するなど、看護師に求められる実

践能力の向上に向け、教育環境の整備及び充実を図るとともに、

今後のあり方について検討します。 

政策分野３ 包括的支援 (71,72 ページ)

■現状と課題 

１ 高齢化の更なる進行に伴い、要介護リスクの上昇や、認知症高齢

者など様々な支援を必要とする高齢者の増加が予測されるため、住

み慣れた自宅や地域で生活ができるよう、医療、介護、福祉等のサ

ービスを切れ目なく提供することが求められています。 

２～３ ～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■施策 

１ 高齢者支援の推進 

高齢者の自立支援や介護予防、要介護状態の重度化防止の取組の

拡充、生活支援サービスの充実など、地域包括支援センターの機

能強化を図ります。 

《主な構成事業》 

 地域包括ケア推進事業、介護予防・日常生活支援総合事業、認知症

高齢者支援事業    

２ 障害者福祉の推進 

《主な構成事業》 

■施策 

１ 高齢者支援の推進 

《主な取組》 

高齢者の自立支援や介護予防・      重度化防止の取組の

拡充、生活支援サービスの充実  、地域包括支援センターの機

能強化を図ります。 

《  構成事業》 

 地域包括ケア推進事業、介護予防・日常生活支援総合事業、認知症

高齢者支援事業 など 

２ 障害者福祉の推進 

《  構成事業》 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

 障害者地域生活支援事業、障害者就労等訓練事業、障害者福祉相談

事業    

３ 生活困窮者等に対する支援の充実 

暮らしや仕事などの問題を抱える人が速やかに相談・支援を受け

られるよう、相談窓口                 の周

知を行います。 

政策分野４ 地域福祉 

■現状と課題 

１ 地域において、公的な支援やサービスだけでは対応できない生活

課題が発生しており、問題を抱える世帯などが地域社会から孤立し

ないよう、支え合い、助け合い                

 の充実が求められています。 

２ ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯の急増、世帯の核家族化、ひ

とり親世帯の増加などにより、地域の繋がりが希薄化しているた

め、                            

                     地域住民自らが福

祉の担い手となり、参加・活動する機会の創出    が求められ

ています。 

 障害者地域生活支援事業、障害者就労等訓練事業、障害者福祉相談

事業 など 

３ 生活困窮者等に対する支援の充実 

《主な取組》 

暮らしや仕事などの問題を抱える人が速やかに相談・支援を受け

られるよう、相談窓口であるユニバーサル就労支援センターの周

知を行います。 

政策分野４ 地域福祉 (73,74 ページ)

■現状と課題 

１ 地域において、公的な支援やサービスだけでは対応できない生活

課題が発生していることから、地域住民や多様な主体が関わり、課

題を抱える個人や世帯に対する支援や対応を行うことができる体

制の充実が求められています。 

２ 家族構成や生活スタイルの多様化

        などにより、地域の繋がりが希薄化しているた

め、ひとり暮らし高齢者などが地域社会から孤立しないよう、地域

の絆づくりを進め、気軽に社会参加できる場や、地域住民自らが福

祉の担い手となり   活動する機会を創出することが求められ

ています。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

３ ～省略～ 

■施策 

１ 地域で支え合い助け合う体制の強化 

様々な団体や地域組織、関係機関が役割を分担し、連携して地域

の多様な福祉ニーズに対応することができるよう、情報交換など

を行い、ネットワークの充実                

を図ります。 

２ ～省略～ 

３ ～省略～ 

３ ～省略～ 

■施策 

１ 地域で支え合い助け合う体制の強化 

《主な取組》 

様々な団体や地域組織、関係機関が役割を分担し、連携して地域

の多様な福祉ニーズに対応することができるよう、情報交換など

による ネットワークの充実と、地域共生社会の理念の理解促進

を図ります。 

２ ～省略～ 

３ ～省略～ 
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※統計上の最新値は令和元（2019）年度 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

基本目標４ 豊かな環境を保ち継承するまち 

政策分野１ 地球環境 

■現状と課題 

１～２ ～省略～ 

■基本方針 

１ 脱炭素社会の実現       に向けて、環境負荷の低減に繋

がるエネルギー利用の促進や、既に生じている地球温暖化による影

響への対応などを進めることにより、気候変動対策の推進を図りま

す。 

２ ～省略～ 

基本目標４ 豊かな環境を保ち継承するまち 

政策分野１ 地球環境（75,76 ページ）

■現状と課題 

１～２ ～省略～ 

■基本方針 

１ 2050 年二酸化炭素実質排出ゼロに向けて、環境負荷の低減に繋

がるエネルギー利用の促進や、既に生じている地球温暖化による影

響への対応などを進めることにより、気候変動対策の推進を図りま

す。 

２ ～省略～ 

※統計上の最新値は平成 28（2016）年度 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■施策 

１ 気候変動対策の推進 

地球温暖化などの気候変動への適応に向け、影響などについて情

報を収集するとともに、市民や事業者等と広く連携し     

   取り組みます。 

２ ～省略～ 

政策分野２ 自然・生活環境 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ 大気・水質などに関する苦情が依然として寄せられており、また、

ごみのポイ捨てやペットのふん害など、個人のモラルやマナーに起

因する問題も発生していることから、市民が安心して快適に日常生

活を送ることができるよう、生活環境の改善が        求

められています。 

■施策 

１ 気候変動対策の推進 

《主な取組》 

地球温暖化などの気候変動の      影響等 について情

報を収集するとともに、市民や事業者等と広く連携して気候変動

対策に取り組みます。 

２ ～省略～ 

政策分野２ 自然・生活環境（77,78 ページ） 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ 大気・水質に関する環境基準は概ね達成しているものの、

ごみのポイ捨てやペットのふん害など、個人のモラルやマナーに起

因する問題も発生していることから、市民が安心して快適に日常生

活を送ることができるよう、生活環境を良好に保ち続けることが求

められています。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 大気や水質などに関する   環境改善に努めるとともに、環境

美化や公衆衛生向上に向けた取組を推進することにより、良好な生

活環境の確保を図ります。 

■施策 

１ 自然環境の保全・再生 

「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例」に

基づき、森林伐採を伴う開発に対する指導を行うなど、   公

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 大気や水質などに関して更なる環境改善に努めるとともに、環境

美化や公衆衛生向上に向けた取組を推進することにより、良好な生

活環境の確保を図ります。 

■施策 

１ 自然環境の保全・再生 

《主な取組》 

「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例」に

基づき、森林伐採を伴う開発に対する指導を行うなど、森林の公
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

益的機能の保全を図ります。 

《主な構成事業》 

富士愛鷹山麓自然環境保全事業、生物多様性地域戦略事業、野生動

植物保護事業    

２ ～省略～ 

政策分野３ 循環型社会 

■施策 

１ 廃棄物の３Ｒの推進 

新環境クリーンセンターで発生する焼却灰を         

 資源化するなど、最終処分量の減量化を推進します。 

２ ～省略～ 

政策分野４ 水利用 

■施策 

１ 安全で安心できる水道水の持続的な供給 

大規模な地震の発生に備え、重要度により優先順位を定めた水道

益的機能の保全を図ります。 

《  構成事業》 

富士愛鷹山麓自然環境保全事業、生物多様性地域戦略事業、野生動

植物保護事業 など 

２ ～省略～ 

政策分野３ 循環型社会（79,80 ページ）

■施策 

１ 廃棄物の３Ｒの推進 

《主な取組》 

新環境クリーンセンターで発生する焼却灰を建築・土木資材とし

て資源化するなど、最終処分量の減量化を推進します。 

２ ～省略～ 

政策分野４ 水利用（81,82 ページ） 

■施策 

１ 安全で安心できる水道水の持続的な供給 

《主な取組》 

大規模な地震の発生に備え、優先度を踏まえて      水道
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

施設の耐震化を計画的に推進します。 

《主な構成事業》 

水道施設整備事業、配水設備等改良事業、水道施設維持管理事業、

簡易水道統合整備事業    

２ 生活排水対策の推進 

《主な構成事業》 

下水道管路整備事業、          浄化槽普及促進事業、

下水道管渠等改築事業、下水道管路耐震化事業    

施設の耐震化を計画的に推進します。 

《  構成事業》 

         配水設備等改良事業、水道施設維持管理事業 

           など 

２ 生活排水対策の推進 

《  構成事業》 

下水道管路整備事業、下水処理場整備事業、浄化槽普及促進事業 

                     など 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

基本目標５ 活力を創り高めるまち  

政策分野１ ものづくり産業 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 市内企業の製品・技術の国内外への情報発信など、ものづくりの

まちをＰＲするとともに、付加価値の高いものづくりへの支援の

ほか、ＩｏＴやＡＩ、産業用ロボット等による生産技術の革新を

基本目標５ 活力を創り高めるまち  

政策分野１ ものづくり産業（83,84 ページ） 

■現状と課題 

１～３ ～省略～

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 市内企業の製品・技術の国内外への情報発信など、ものづくりの

まちをＰＲするとともに、付加価値の高いものづくりへの支援の

ほか、ＩｏＴやＡＩ、産業用ロボット等による生産技術の革新を
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

促進し、  生産性の向上を支援し、既存産業の活性化支援を図

ります。 

３ 新たな工業団地を整備するなど、ものづくり企業が立地しやすい

環境を整備し、工業立地の促進を図ります。 

■施策 

１ 新産業・成長産業への参入支援 

バイオマス由来で幅広い用途への活用が期待されるＣＮＦについ

ては、富士市ＣＮＦプラットフォームが主体となり、実用化推進

に向けた諸事業を展開します。 

２ ～省略～ 

３ 工業立地の促進 

《主な構成事業》 

企業立地推進事業、富士山フロント工業団地第２期整備事業   

政策分野２ 商業・流通・サービス産業 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

促進するなど生産性の向上を支援し、既存産業の活性化支援を図

ります。 

３ 新たな工業団地を整備するなど、ものづくり企業が立地しやすい

環境を整備し、企業立地の促進を図ります。 

■施策 

１ 新産業・成長産業への参入支援 

《主な取組》 

植物  由来で幅広い用途への活用が期待されるＣＮＦについ

ては、富士市ＣＮＦプラットフォームが主体となり、実用化推進

に向けた諸事業を展開します。 

２ ～省略～ 

３ 企業立地の促進 

《  構成事業》 

企業立地推進事業、富士山フロント工業団地第２期整備事業、工業

用地整備促進事業 など 

政策分野２ 商業・流通・サービス産業（85,86 ページ）

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１～３ ～省略～ 

■施策 

１ まちなかのにぎわい創出支援 

ＴＭＯ等が実施するセミナーや各種イベントなど、まちなか の

魅力をＰＲする事業等を支援し、固定客の増加を図ります。 

地域拠点機能を持つオフィスやサービス関連産業のオフィスな

どの立地を促進し、中心市街地               

            に新たな人の流れを創出します。 

■基本方針 

１～３ ～省略～ 

■施策 

１ まちなかのにぎわい創出支援 

《主な取組》 

ＴＭＯ等が実施するセミナーや各種イベントなど、中心市街地の

魅力をＰＲする事業等を支援し、固定客の増加を図ります。 

地域拠点機能を持つオフィスなどの立地の促進や       

        、中心市街地周辺の環境整備と連携したにぎわ

いづくりにより、まちなかに新たな人の流れを創出します。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

２ 商業振興によるまちの活性化 

《主な構成事業》 

          、地域特産品推進事業、商業振興助成事業、

計量事業    

３ 港湾の利活用推進 

《主な構成事業》 

港湾振興事業、         

政策分野３ 農林水産業 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ 耕作放棄地や未整備山林の増加、農林水産業の関連施設が老朽化

                       していること

から、基盤整備や持続可能な生産基盤の保全が求められています。

３       価格低迷や長時間労働などによる後継者や新規就

業者 の減少により、深刻な担い手不足となっていることから、

担い手の安定経営や新規参入者の確保が求められています。 

２ 商業振興によるまちの活性化 

《  構成事業》 

地域ブランド推進事業、地域特産品推進事業、商業振興助成事業 

     など 

３ 港湾の利活用推進 

《  構成事業》 

港湾振興事業、港湾整備促進事業 

政策分野３ 農林水産業（87,88 ページ） 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ 荒廃農地 や未整備山林の拡大、農林水産業の関連施設の老朽化

とともに、野生鳥獣による農産物等への被害が増加していること

から、     持続可能な生産基盤の保全が求められています。

３ 農林水産物の価格低迷や長時間労働などによる後継者等    

   の減少により、深刻な担い手不足となっていることから、

新規参入者の確保や担い手の安定経営が求められています。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ 農林水産事業者と連携し、地場産品の特産化           を進め

るとともに、市内外へ積極的に           ＰＲするなど、地場

産品の生産支援と付加価値の向上を図ります。 

２ 持続可能な生産性の確保を支援するとともに、自然災害        

  への対策を進めるなど、農地及び山林等の生産基盤の保全・拡

充を図ります。 

３ 意欲的な担い手や新規参入者の生産規模拡大を支援し、経営の安

定化と耕作放棄地などの活用を促進し、担い手の確保・育成を図

ります。 

■基本方針 

１ 農林水産事業者と連携し、地場産品の特産化と地産地消を進め

るとともに、市内外へ積極的に農林水産物をＰＲするなど、地場

産品の生産支援と付加価値の向上を図ります。 

２ 持続可能な生産性の確保を支援するとともに、自然災害や鳥獣被

害への対策を進めるなど、農地及び森林等の生産基盤の保全・拡

充を図ります。 

３ 意欲的な担い手や新規参入者の生産規模拡大を支援し、経営の安

定化と効率化       を促進し、担い手の確保・育成を図

ります。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■施策 

１ 地場産品の生産支援と付加価値の向上 

富士のほうじ茶のブランド化や梨、キウイフルーツなどの落葉果

樹 の特産化を推進するとともに、各種補助制度により、   

           農産物の競争力強化を図ります。 

民間事業者と連携し  、   増産体制の強化を図り、原木の

安定供給体制の確立を進めます       

首都圏の工務店等と連携を図り、富士ヒノキの販路拡大を推進し

ます。 

富士ヒノキ製玩具を新生児の誕生祝として贈呈するなど、木の温

もりを感じる取組を通じて、富士ヒノキをＰＲします。 

《主な構成事業》 

茶業振興事業、農業振興事業、林業普及事業、水産業振興事業 

■施策 

１ 地場産品の生産支援と付加価値の向上 

《主な取組》 

お茶や柑橘類、                   落葉果

樹等の特産化を推進するとともに、６次産業化に取り組む生産者

への支援などを通じて、農産物の競争力強化を図ります。 

民間事業者と連携を図り、原木の増産体制の強化と      

安定供給体制の確立を進めるとともに、首都圏における「ＦＵＪ

Ｉ ＨＩＮＯＫＩ ＭＡＤＥ（フジヒノキメイド）」の販路拡大を

推進します。 

学校給食等への地元食材の利用促進や市内における地域材の積

極的な活用支援などを通じて、農林水産物の地産地消を推進しま

す。 

《  構成事業》 

茶業振興事業、農業振興事業、林業普及事業、水産業振興事業 

 など 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

２ 生産基盤の保全・拡充 

農業基盤整備により優良農地を創出し、農業の生産性や効率性の

向上と耕作放棄地の解消を図ります。 

農業用水路や農道などの農業用施設の保全・整備に取り組み、多

様な農業生産物の安定的な生産体制の確保と自然災害     

などによる農地   への被害軽減を図ります。 

造林・間伐・林地保全などを支援し、健全な森林を造成すること

により、資源の循環利用を進め、持続可能な森林経営を推進しま

す。 

《主な構成事業》 

富士南麓樹園地整備事業、農道・農業施設維持管理事業、林業振興

事業  、林地保全事業      

３ 担い手の確保・育成 

《主な構成事業》 

担い手確保育成事業、農地集積事業、          

政策分野４ 中小企業等振興 

■将来のまちの姿 

 中小企業等が地域経済の原動力となり     活躍し続けられ

るまち 

２ 生産基盤の保全・拡充 

《主な取組》 

農業基盤整備により優良農地を創出し、   生産性や効率性の

向上と荒廃農地 の解消を図ります。 

農林水産用         施設の保全・整備に取り組み、 

       安定的な生産体制の確保と自然災害や鳥獣被害

などによる農林水産物への被害軽減を図ります。 

造林・間伐・林地保全などを支援し、健全な森林を造成すること

により、資源の循環利用を進め、持続可能な森林経営を促進しま

す。 

《  構成事業》 

             農道・農業施設維持管理事業、荒廃農地

対策事業、鳥獣被害対策事業 など 

３ 担い手の確保・育成 

《  構成事業》 

担い手確保育成事業、農地集積事業、林業振興事業 など 

政策分野４ 中小企業等振興（89,90 ページ） 

■将来のまちの姿 

 中小企業等が地域経済の原動力となり だれもが活躍し続けられ

るまち 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ ～省略～ 

３ 働き方の多様化が進む中、性別・年齢に関わらず、ワーク・ライ

フ・バランスの調和が取れ、だれもが安心して働くことのできる

環境の実現が求められています。 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ ～省略～ 

３ 働き方の多様化が進む中、性別・年齢に関わらず、ワーク・ライ

フ・バランスが実現され  、だれもが安心して働くことのできる

環境の整備が求められています。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■成果指標 

 中小企業等が地域経済の原動力となり     活躍し続けられ

るまち 

■基本方針 

１～3 ～省略～

■施策 

１ 経営基盤の強化及び起業・創業支援 

市内中小企業者等から意見を伺い、産業支援機関や金融機関等と

連携し、中小企業が抱える人材不足や事業承継などの喫緊の課題

■成果指標 

 中小企業等が地域経済の原動力となり だれもが活躍し続けられ

るまち 

■基本方針 

１～3 ～省略～

■施策 

１ 経営基盤の強化及び起業・創業支援 

《主な取組》 

市内中小企業等から意見を伺い、              

            人材不足や事業承継などの喫緊の課題
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

に対して、実効性のある取組を               

  実施します。 

２ 雇用及び就労への支援 

合同企業面接会を開催するなど、ハローワーク富士と連携し、雇

用状況の改善                    

      就労支援の強化を図ります。 

《主な構成事業》 

 雇用対策事業、            高齢者就業センター運営

管理事業、労働統計事業    

３ 労働環境の充実 

生活環境の改善に資する取組を実施するなど、就労者の福利厚生

の充実を支援します。        

就労者が個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できるよう、中

小企業等のテレワークの導入などを促進します。       

《主な構成事業》 

        勤労者福利厚生助成事業、勤労者融資事業、テレワ

ーク推進事業    

に対して、実効性のある取組を産業支援機関や金融機関等と連携

して実施します。 

２ 雇用及び就労への支援 

《主な取組》 

ハローワーク富士をはじめとする関係機関等   と連携し、雇

用機会の確保や、若者、女性、高齢者など働く意欲のある全ての

市民に対して就労支援の充実を図ります。 

《  構成事業》 

 雇用対策事業、高齢者就労支援助成事業、高齢者就業センター運営

管理事業        など 

３ 労働環境の充実 

《主な取組》 

中小企業等に対してテレワークなどの新しい働き方の導入を促

進し、就労者の多様な働き方の実現を図ります。 

中小企業の福利厚生を支援し、就労者の健康維持増進や知識・教

養の向上など生活の充実を図ります。 

《  構成事業》 

 労働啓発事業、勤労者福利厚生助成事業、勤労者融資事業    

        など 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 
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基本目標６ 魅力を活かし人と人を繋ぐまち 

政策分野１ 観光 

■現状と課題 

１       富士山と海      の両方をもつ唯一のまちと

いう他にはない強みや、 都市圏から人を呼び込みやすい地理的優

位性を有することから、本市のポテンシャルを最大限に活かした誘

客の推進を図る必要があります。 

２～３ ～省略～ 

基本目標６ 魅力を活かし人と人を繋ぐまち 

政策分野１ 観光（91,92 ページ）

■現状と課題 

１ 日本一高い富士山と日本一深い駿河湾の両方をもつ唯一のまちと

いう他にはない強みや、大都市圏から人を呼び込みやすい地理的優

位性を有することから、本市のポテンシャルを最大限に活かした誘

客の推進を図る必要があります。 

２～３ ～省略～ 

（千人） （万人） 

（注）宿泊客数については、H28 から調査手法の変更あり。 

観
光
交
流
客
数

宿
泊
客
数

（千人） （万人） 

※統計上の最新値は令和元（2019）年 

（注）宿泊客数については、H28 から調査手法の変更あり。 

観
光
交
流
客
数

宿
泊
客
数
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 観光関係者と協働し、地域の観光事業の創出を促進するととも

に、市外や海外から         継続的に誘客できるよ

う、産業資源や歴史・伝統文化、自然、景観など、本市や周辺地

域の観光資源の活用を図ります。 

３ ～省略～ 

■施策 

１ 富士山活用の推進 

富士山登山ルート３７７６など、             本

市ならではの特徴を活かした取組を推進します。 

２ 観光資源の活用 

        観光関係者    と連携し、地域全体で観光

産業を底上げできるよう、民間主体による観光事業の創出や活性

化に向け支援します。                   

３ 観光インフラの整備 

■基本方針 

１ ～省略～ 

２ 観光関係者と協働し、地域の観光事業の創出を促進するととも

に、ビジネス訪問を含む国内外の観光客を継続的に誘客できるよ

う、周辺地域との広域連携を強化し、回遊性を高め、     

  観光資源の活用を図ります。 

３ ～省略～ 

■施策 

１ 富士山活用の推進 

《主な取組》 

富士山登山ルート３７７６など、富士山麓の自然を体感できる本

市ならではの特徴を活かした取組を推進します。 

２ 観光資源の活用 

《主な取組》 

富士山周辺地域の観光関係者や自治体と連携し、

             民間主体による観光事業の創出や活性 

  化に向け支援することで、地域全体で観光産業の底上げを図りま

す。 

３ 観光インフラの整備 

《主な取組》 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

観光客の増加が見込める観光スポットの   受入環境の向上

を図るとともに、観光案内板、トイレ、駐車場などの整備を進め

ます。 

国内外の旅行者が情報収集する最新の状況に応じ、動画やウェブ

サイト、ＳＮＳ等を積極的に利用した情報発信や継続的なコンテ

ンツの更新を行うとともに、デジタルマーケティングなどにより

観光に関するアクセスデータを分析し、効果的な事業展開を図り

ます。 

政策分野２ シティプロモーション 

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ テレワークをはじめとした働き方の変化やライフスタイルの多

様化が進み、東京圏在住者の地方への関心が高まっていることか

ら、本市での   暮らしの魅力を発信するとともに、移住しや

すい環境づくりが  求められています。 

観光客が増加している観光スポットを中心に、 受入環境の向上

を図るとともに、観光案内板、トイレ、駐車場などの整備を進め

ます。 

国内外の旅行者の情報ニーズに対応できるよう 、動画やウェブ

サイト、ＳＮＳ等を積極的に利用した情報発信や継続的なコンテ

ンツの更新を行うとともに、デジタルマーケティングなどにより

観光に関するアクセスデータを分析し、効果的な事業展開を図り

ます。 

政策分野２ シティプロモーション（93,94 ページ）

■現状と課題 

１ ～省略～ 

２ テレワークをはじめとした働き方の変化やライフスタイルの多

様化が進み、移住定住    への関心が高まっていることか

ら、本市ならではの暮らしの魅力を発信するとともに、移住しや

すい環境づくりが更に求められています。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 
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富士市の魅力を発見するツアーの様子 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■施策 

１ まちのブランド強化及び愛着と誇りの醸成 

市内外でのミーティングやワークショップなどを戦略的に実施

し、居住地に関わらず本市に様々な形で継続的に関わる人を創

出・拡大するとともに、本市の魅力を語れる人や、地域参画総量

                     の増加を図りま

す。 

２ 移住定住の促進 

東京圏在住者のテレワーク等の普及やライフスタイルの変化な

どによる地方への移住定住の関心の高まりやニーズの変化を踏

まえ、               移住希望者への支援を行

います。 

政策分野３ 交流 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

■施策 

１ まちのブランド強化及び愛着と誇りの醸成 

《主な取組》 

市内外でのミーティングやワークショップなどを戦略的に実施

し、居住地に関わらず本市に様々な形で継続的に関わる人を創

出・拡大するとともに、本市の魅力を語れる人や、まちのために

進んで活動できる人、まちや人に感謝できる人の増加を図りま

す。 

２ 移住定住の促進 

《主な取組》 

       テレワーク等の普及やライフスタイルの変化な

どによる地方への移住定住の関心の高まりやニーズの変化を踏

まえ、東京圏在住者をはじめとした移住定住希望者への支援を行

います。 

政策分野３ 交流（95,96 ページ）

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■基本方針 

１ スポーツに適した本市の豊かな地域資源を活かし、全国規模のス

ポーツ大会・イベントを誘致するなど、スポーツツーリズムの推

進を図ります。 

２～３ ～省略～ 

■施策 

１ スポーツツーリズムの推進 

２ 文化芸術を通じた交流の創出 

■基本方針 

１ スポーツに適した本市の豊かな地域資源を活かし、全国規模のス

ポーツ大会・イベントを誘致するなど、スポーツ交流   の推

進を図ります。 

２～３ ～省略～ 

■施策 

１ スポーツ交流   の推進 

《主な取組》 

２ 文化芸術を通じた交流の創出 
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(年度) 
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富士山女子駅伝 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

民間団体等が行う文化芸術イベントの開催を支援し、本市の魅力

を市内外に発信します      。 

３ 国際交流の促進 

東京オリンピック          でのホストタウン等を

通じ、本市と縁のある海外都市等との新たな関係づくりを進め交

流を促進します。 

《主な取組》 

民間団体等が行う文化芸術イベントの開催を支援し、本市の魅力

の発信やにぎわいづくりを進めます。 

３ 国際交流の促進 

《主な取組》 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックでのホストタウン等を

通じ、本市と縁のある海外都市等との新たな関係づくりを進め交

流を促進します。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

基本目標７ 快適な暮らしを続けられるまち 

政策分野１ 市街地形成 

■現状と課題 

１ 生活利便施設の集積地においても人口減少が予測されていること

などから、「いかす・まもる」の考え方を軸足とし、長期的視点で

     集約・連携型の都市づくりを推進する必要があります。

２～３ ～省略～ 

基本目標７ 快適な暮らしを続けられるまち 

政策分野１ 市街地形成（97,98 ページ）

■現状と課題 

１ 生活利便施設の集積地においても人口減少が予測されていること

などから、長期的視点で、生活の利便性や安心して暮らせる環境

を確保する集約・連携型の都市づくりを推進する必要があります。

２～３ ～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 
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主世帯数(世帯)
空き家（総数）

平成15年までは旧富士市の値

12.7%

■施策 

１ ～省略～ 

２ 魅力あふれるまちなかの形成 

まちなかにおいて、既存ストックの改変 により、居心地が良く

歩きたくなる空間を形成し、官民による           

       ゆとりとにぎわいの創出を促進します。 

３ ～省略～ 

■施策 

１ ～省略～ 

２ 魅力あふれるまちなかの形成 

《主な取組》 

まちなかにおいて、公共用地の有効活用等により、居心地が良く

歩きたくなる空間を形成するとともに、官民連携によるソフト施

策を充実させ、ゆとりとにぎわいの創出を促進します。 

３ ～省略～ 

※統計上の最新値は平成 30（2018）年 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

政策分野２ 交通・道路 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

■施策 

１ 公共交通の充実 

公共交通の利用が困難で民間事業者が参入できない地区におい

て、コミュニティ交通を行政が自主的に運行するなど、地域の実

情に応じた多様な公共交通サービスの提供します。 

２ 快適な道路ネットワークの構築 

《主な構成事業》 

政策分野２ 交通・道路（99,100 ページ）

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

■施策 

１ 公共交通の充実 

《主な取組》 

公共交通の利用が困難で民間事業者が参入できない地区におい

て、コミュニティ交通を行政が自主的に運行するなど、地域の実

情に応じた多様な公共交通サービスを提供します。 

２ 快適な道路ネットワークの構築 

《  構成事業》 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 
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（㎡） 市民一人当たりの都市公園面積

(年度)

本市場大渕線整備事業、五味島岩本線整備事業、中島林町線整備事

業、左富士臨港線整備事業    

３  ～省略～ 

政策分野３ 景観・公園・住宅 

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

本市場大渕線整備事業、五味島岩本線整備事業、中島林町線整備事

業、左富士臨港線整備事業 など 

３ ～省略～ 

政策分野３ 景観・公園・住宅（101,102 ページ）

■現状と課題 

１～３ ～省略～ 

5.2%

31.8%

40.9%

19.6%

2.5%

そう思う ややそう思う あまりそう思わない
そう思わない 無回答

平成30年度

第47回世論調査結果

富士山の景観を活かした美しい都市づくりが
できていると思う市民の割合
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

■施策 

１ ～省略～ 

２ 花と緑の環境の創出 

《主な構成事業》 

富士川左岸緑地整備事業、公園緑地維持管理事業、緑化推進活動事

業、公園愛護会事業    

３ 安心で快適な住宅の確保 

各市営住宅の特性を踏まえ、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用などの民間活

力を活かした建て替えや改善による再生及び統廃合を進めます。 

■施策 

１ ～省略～ 

２ 花と緑の環境の創出 

《  構成事業》 

富士川左岸緑地整備事業、公園緑地維持管理事業、緑化推進活動事

業、公園愛護会事業 など 

３ 安心で快適な住宅の確保 

《主な取組》 

各市営住宅の特性を踏まえ、               民間活

力を活かした建て替えや改善による再生及び統廃合を進めます。 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

第３部 総合計画の推進にあたって 

第１章 総合計画を推進するための取組 

～省略～ 

第１節 質が高く柔軟な行政経営 

 現状と課題

（１）市民の意識やライフスタイルの変容により市民ニーズが多様

化・複雑化し、様々な課題を行政だけで解決することが難しく

なっていることから、

                   多様な主体との連

携により協働のまちづくりを進めていく必要があります。 

（２）～（８） ～省略～ 

 主な取組

（１）多様な主体との協働 

・                         

（２）～（４） ～省略～ 

（５）情報発信の推進と的確な市民ニーズの把握 

多様化する広報媒体を活用し、必要とする人に必要な情報が届く

よう積極的     な情報発信を行います。 

（６）～（８） ～省略～ 

第３部 総合計画の推進にあたって 

第１章 総合計画を推進するための取組 

～省略～ 

第１節 質が高く柔軟な行政経営（105～107 ページ） 

 現状と課題

（１）市民の意識やライフスタイルの変容により市民ニーズが多様

化・複雑化し、様々な課題を行政だけで解決することが難しく

なっていることから、年齢、性別等に捉われず個々人がその個

性や能力を十分に発揮できる環境づくりや、多様な主体との連

携により協働のまちづくりを進めていく必要があります。 

（２）～（８） ～省略～ 

 主な取組

（１）多様な主体との協働 

・ジェンダー平等の理念を踏まえ、固定観念に捉われず、個性が尊

重され、多様な人材があらゆる場において活躍できる機会の確保

を図ります。 

（２）～（４） ～省略～ 

（５）情報発信の推進と的確な市民ニーズの把握 

多様化する広報媒体を活用し、必要とする人に必要な情報が届く

よう積極的かつ効果的な情報発信を行います。 

（６）～（８） ～省略～ 
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「第六次富士市総合計画（案）」 新旧対照表

旧 新 

第２節 持続可能な財政運営 

現状と課題 

（１）～（２） ～省略～ 

 主な取組

（１）持続可能な財政基盤の形成  

・クレジット納付、マルチペイメント、アプリ等、市税の納付チャネ

ルの拡大を検討し、納付環境の充実を図ります。 

・ＱＲコードを活用した納税通知書等、多言語化の検討を進めるとと

もに、厳正かつ適正な滞納整理により納税の公平性を確保し、収納

率の向上を図ります。 

・                              

（２） ～省略～ 

第２章 総合計画の進行管理 

第１節 行政評価を活用した指標の進行管理 

～省略～ 

第２節 ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

～省略～ 

第２節 持続可能な財政運営（108～109ページ） 

現状と課題 

（１）～（２） ～省略～ 

 主な取組

（１）持続可能な財政基盤の形成  

・全国統一規格による納税用ＱＲコードの導入等、市税の納付チャネ

ルの拡大を検討し、納付環境の充実を図ります。 

・納付方法等、市税情報を説明する多言語用ＱＲコードの活用を検討

し、外国人納税者の納税理解の促進を図ります。        

・厳正かつ適正な滞納整理により納税の公平性を確保し、収納率の向

上を図ります。 

（２） ～省略～ 

第２章 総合計画の進行管理 

第１節 行政評価を活用した指標の進行管理（110 ページ） 

～省略～ 

第２節 ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善（111 ページ） 

～省略～ 
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